
◇地域保健部◇

平成１４年度 北海道医師会少子化対策シンポジウム�
―こどもたちは北海道の希望です―

平成１１年、飯塚会長の諮問に対する北海道医師
会「北海道医師会としての少子化対策」答申に基
づき、平成１３年１月１３日に第１回目として、平成
１２年度北海道医師会「少子化対策シンポジウム」
を、演題Ⅰ．「北海道の少子化動向とその対応策－
子育て共同参画社会の展望－」、Ⅱ．「生殖医療か
らみた少子化対策－生殖医療の現況－」、Ⅲ．「生
殖医療からみた少子化対策－男性不妊治療の現
況」、Ⅳ．「こころの問題を抱えるこども達－その
現状と対策－」でシンポジウムを行った。第２回
目の平成１３年度北海道医師会「少子化対策シンポ
ジウム」は、平成１４年１月１２日に、演題Ⅰ．「望ま
しい出産計画ならびに不妊治療と高齢出産の現

況」、Ⅱ．「少子化対策に男性はどのように貢献で
きるか－男性不妊症治療の現状－」、Ⅲ．「環境ホ
ルモンは本当に少子化の原因か？」でシンポジウ
ムを行った。第３回は、平成１５年１月２５日、３人
の講師の先生（プログラム参照）により、プレネ
イタル・ビジット（出産前小児保健指導事業）に
ついて、各演題で講演がなされた。なお、シンポ
ジウム内容は順次本誌に掲載するので、少子化対
策として、生涯教育としても利用いただきたい。
今後とも、少子化対策の対応に、会員諸兄及び関
係諸機関の関係諸氏のご協力をお願い致したい。

（常任理事 西家 �仙）

《プログラム》
北海道医師会「少子化対策シンポジウム」
－こどもたちは北海道の希望です－
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開 会 挨 拶

北海道医師会会長 飯塚 弘志

皆様、何かと忙しい週末の中、また悪天候の
中、私ども北海道医師会の少子化対策シンポジウ
ム－こどもたちは北海道の希望です－に、ご参加
いただきましてありがとうございます。
過日、２００２年の子どもの出生数が発表になって

おりました。１１５万６千人ということで、史上最
低の出生数であります。２００１年を見てみますと
１１７万人ということで、ご承知の通り少子高齢化
がますます進展している状況であります。今、合
計特殊出生率は１．３４かと思いましたが、これが例
えば１．３９人ということで仮定をし計算してみる
と、２０５０年には１年間に生まれる子どもの数が６７
万人ということで、現在の半数という状態が出現
するわけであります。子どもの数が少ないという
ことは、生産人口が減るということであり、国、
あるいは経済問題に大きなインパクトを与える、
ある意味ではマイナスの作用が働くということで
あります。
そういったことで、国も必死になっており、こ

の対策を何とか有効なものにしなければならない
ということで、この２０日から始まっている通常国
会の中で、厚労省から、昨年の９月に少子化対策
プラス１といったプランにも出されていますが、
これをより具体的に地方自治体、あるいは政令都
市、あるいは事業主が具体的にアクションプラン
というものを作成して、少子化対策というものを
立てていこうという案である「次世代育成支援対
策推進法案」が、間もなく提出されるものであろ
うと思っております。
また、自民党でも、今更ながらという気はいた

しますが、近々調査会を設置し、各省を横断した
ワーキンググループを作り、少子化対策に具体的
には取り組んでいくというような状況になってお
ります。
ご承知の通り、少子化対策は、極めて効果の出

づらい、あることをすればそれで効果が出るとい
うものではない、極めて難しい状態にあります。
しかし、難しいからといって出来ないと諦めてし
まうのではなく、難しい問題こそアクティブに取
り組むという姿勢が極めて大事ではなかろうかと
考え、私ども北海道医師会といたしましては、３
年前より具体的に医師会として何ができるかとい
うことを検討し、その一環として、一昨年から、
この少子化対策シンポジウムを開催してまいりま
した。
昨年、一昨年は生殖医療をテーマに、産婦人

科・泌尿器科の先生をお招きし、いわゆる不妊に
対して医学的にはどういったアプローチがあるか
ということでシンポジウムを開催いたしました。
今回の第３回シンポジウムでは、おかあさんが安
心して安全に産める状況に対応しようということ
で、周産期医療、プレネイタル・ビジット。聞き
なれない言葉だとは思いますが、日本語で言うと
出産前小児保健指導事業といいますが、安心して
産める、産婦人科と小児科の先生が手を携えて、
おかあさんが安心して子どもを産み育てていくこ
とが出来るような、そういう状況を作ろうという
ことで、プレネイタル・ビジットをテーマとして
取り上げました。
今日は限られた時間ではございますが、少しで

もご参加の皆様の参考になればということで、ご
清聴の程お願い申し上げ、一言ご挨拶を申し上げ
ます。

シンポジウム�
北海道としての周産期を支える
行政の取組みについて

上川保健所 所長
前北海道保健福祉部
保健予防課医療参事

大見 広規

本日の「少子化対策シンポジウム」のメインテ
ーマは「プレネイタルビジット」ということです
が、この事業は「児童環境づくり基盤整備事業」
の一つのメニューで、市町村が主体で取り組むも
のです。そういうことですので、北海道として
は、直接この事業にかかわるわけではありません
が、道内の市町村に取り組みのお願いをして、取
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り組んでいただける市町村がありましたら、それ
に対して財政的な補助をするという形になります
（表１）。
表１．児童環境づくり基盤整備事業

それでは、北海道として少子化対策や、子育て
支援に一体どのようなことをしているのか、本日
は、道が実施しております周産期の保健を支える
事業として、関連するものをご紹介したいと思い
ます。
表２．北海道の実施する周産期の保健を支える事業

表２にお示ししますように、未熟児訪問です
が、これは低出生体重児等に対して産科から連絡
を受けまして、保健所で訪問・指導をするという
ものです。そのほか、新生児・乳児に対するマ
ス・スクリーニング事業をやっております。これ
は、早期に見つけてきちんと治療すればかなりい
い成績が上がるとわかっているような疾患に対し
て、産院にいる間にスクリーニングして早期に治
療に結びつけましょうというもので、かなり実績
を上げていると思います。
周産期医療システムというのは、平成１３年の１０

月から立ち上げたものですが、このシステムの立
ち上げには私もかかわっているので、後ほど詳し
く説明させていただきたいと思っております。
その他の事業といたしましては、多くが医療給

付等の補助事業です。実際の乳幼児健診や相談な

ど、直接、母親や子どもに対するサービスは、地
域保健法や母子保健法の改正で、現在は、市町村
に実施主体が移っています。

それでは、周産期に関わる道の取り組む事業に
ついてご説明するに当たって、今、周産期に関し
てどんな問題があるのか考えてみます。お示しす
るのは低出生体重児の出生割合の推移です（図
１）。１９７０年代ぐらいを境にし
図１．低出生体重児の出生率（全国、北海道）：人口動態

統計から

て１５００g以上２５００g未満、１５００g未満いずれも増加
になっています。１５００g未満の赤ちゃんがどんど
ん増えているという一つの原因としては、これま
で助からなかった赤ちゃんたちが助かって、死産
にならないというのもあると思います。増えてい
る低出生体重児、いわゆる未熟児、特に１０００g未
満では障害が起こる可能性が高いと思われるので
すが、そうならないために、周産期に取り組んで
いる小児科の先生方の多大な努力で何とかがんば
っていただいているというのが現実です。周産期
をやろうとする先生は、ただでさえ少ない小児科
医の中で、又さらに少ないわけで、そのようなこ
ともマスコミなどで指摘されていることです。北
海道も全く同じ状況ですので、特に小さく生まれ
た未熟な赤ちゃんに対するケアが、将来障害を残
さないように効率的に提供できるシステムが必要
です。そこで、国では３次医療圏に周産期医療シ
ステムを作りなさいということになり、平成１３年
の秋から北海道でもこうしたシステムを立ち上げ
ました（図２）。北海道は他の都府県と異なり、
６つも３次医療圏がありますので、広域で、１圏
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域当たりの人口が少なく、もちろん医療資源もな
いところにこういったセンターを配置して、うま
く機能するのかということで、なかなか難しいと
ころがありました。そのようなことで、より重症
で未熟な子どもほど、周産期のケアに習熟したド
クターがいて、きちんとしたセンター医療機関に
搬送されるよう、より効率的に運用されることを
目指して、周産期医療システムの中でも、特に周
産期救急情報システムというのを充実することに
しました。これはインターネットを使って、受け
入れてくれるセンター病院の空床情報を産科医療

機関に公開しまして、ベッドが空いているかどう
かというのをリアルタイムで表示するものです。
実際に低出生体重児が産まれてたり、合併症があ
る母親から、近々産まれそうだということがあれ
ばインターネットで空床情報を確認して、連絡
し、未熟児や母体を搬送するという使い方をしま
す。また、搬送された患者さんのデータを集積し
て、システムの改善に活用しましょうというふう
なことを考えたわけです（図３）。

図２．周産期医療システム（北海道）

図３．周産期救急情報システムにおける患者・情報の
流れ

図４．周産期救急情報システムの空床表示画面（http : //www.qq.pref.hokkaido.jp/）
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実際には、北海道救急医療・広域災害情報シス
テムのホームページで、関係者メニューとして付
け加える形でつくりました（図４）。周産期医療
機関、産科の先生や小児科の先生が見ることがで
きればいいということですので、一般に公開しな
いで、関係者メニューというクローズドな形で開
設しました。実際に開いてみますと、空床情報と
こんな患者さんを送って下さいねといったような
基準とか、あるいは今はどのくらい活用されてい
ますよといった情報を見ることができます。セン
ター医療機関では実際に受け入れた患者さんの情
報を入力していただき、またその情報をご活用い
ただける仕組みになっています。患者さんの情報
は、プライバシーの問題もあるので、個人名を入
れないで、カルテ番号で整理をすることになって

います。情報が入力されると、自動集計されまし
て、すぐにこれまでの活用状況やどんな症状の患
者さんがどのくらい運ばれたかなどということが
わかるようになっています（図５）。
そのほか、どこの医療圏からどこの医療圏へと

搬送されているのかということもわかります。こ
れまでの運用で、かなり広域に患者さんが動いて
いることがわかりました。こういうことから、そ
れぞれの地域の周産期医療のニーズなどもわかっ
てくるのではないかと考えています。
もう一つ、周産期で大切なことは、予防できる

疾病はなるべく早くから治療して悪化を予防しま
しょうということです。現在、６種類の疾患に関
しては、産まれた産科で入院中（１週間）、普通の
赤ちゃんなら３日目ぐらいに検査をしています。

図５．周産期救急情報システムの自動集計画面（北海道）
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表３にお示ししたものは現在確立されて、実際に
行われ、疾患が見つかると、早期に治療を受ける
ことで、ある程度、予後の改善が達成されている
ものです。マス・スクリーニングの対象となる疾
患にはいろいろなものがあると思いますが、その
中で現在、実用化に向けて検討されているものが
いくつかありますので、その紹介をしたいと思い
ます。ご紹介するのは、新生児の聴覚スクリーニ
ング、胆道閉鎖症スクリーニング、検査時期が新
生児ではありませんがウイルソン病のスクリーニ
ングです。これらの頻度をみると、たとえば、聴
覚障害では、大体１０００人に１人ぐらいだろうと言
われていて、いずれも、現在やっているスクリー
ニング検査の対象疾患より頻度が高いものです。
ウイルソン病のスクリーニングは道立衛生研究所
で、現在実用化に向けて取り組んでいるものです
し、胆道閉鎖症スクリーニングは、札幌市で取り
組まれているものです。
現在、道で、帯広の地域を中心にモデル事業と

して取り組んでいるのは、新生児聴覚スクリーニ
ングです。聴覚障害の頻度は、外見上も奇形など
特に問題がなく、妊娠中等にもトラブルがないと
いうお子さんでも、１０００人に１人や２人はいるの
ではないかといわれています。ハイリスク、すな
わち低出生体重児であったり、色々な先天性の難
聴の家系であったり、あるいは先天奇形症候群の
ような小奇形などがあるお子さんに関してはもっ
と頻度が高くなるだろうといわれています。これ
まで、小さい赤ちゃんの時に聴覚障害があるかど
うかの客観的な検査で、健診などで使えるものが
なかったので、乳幼児検診のときにガラガラをふ
って赤ちゃんが振り向くかどうかとか、聞こえて
いるらしいかどうかというのを母親に聞いたりな

んかして、何とかやってきたという状態でした。
保育園、幼稚園、小学校では学校保健法でオージ
オメーターで検査しなければいけないということ
になっていますが、この年齢層までほっておく
と、この後訓練しても言葉の獲得は相当難しいと
いうことになります。また、最近、人工内耳が実
用化されていますが、内耳を入れる手術ができる
年齢まで何もしないで待っていては効果がないと
いうこともわかっています。そこで、乳児期の極
めて早期に、本人の意思によらないで、客観的な
検査で見つけて聴覚中枢、脳まで言葉の刺激を入
れてあげる必要があります。これまで、客観的な
検査法でABR（Auditory Brainsterm Respponse）
というのがありますが、このABRというのは音を
聞かせて、それに対する中枢神経の電気活動（脳
波）を積算するというものですが、検査に３０分か
ら１時間も時間がかかるので赤ちゃんを寝かせな
ければならないし、結果の読み方に関してもトレ
ーニングを受けた耳鼻科医や小児科医が必要であ
ったということがあります。そういうことで、な
かなかマス・スクリーニングということにはなら
なかったのです。ところが最近の機器の発達で、
短時間で聴覚検査が出来る新しい機器ができてき
ました。一つはAABRというもので、この最初の
AというのはこれはautomatedのAなのですが、こ
れであれば本当に数分で生まれたばかりの赤ちゃ
んにでも検査が出来るというような機械です。こ
れを導入して、アメリカなどではいい成績をあげ
ているということです。もう一つはOAE。これ
は音を入れて、内耳からの反響音を拾って、内耳
の機能が正常かどうかを見るというものです。多
少訓練がいるとのことですが、相当しっかりトレ
ーニングを受けなければならないというものでも
なく、看護師さんでも慣れれば簡単に検査できる
ものだそうです。AABRにしてもOAEにしても、
パスかリファーか、問題ありかなしか簡単に結果
が出てくる機械です。聴覚障害をはやく見つける
意義を、３歳のときにどのくらいのボキャブラリ
ーを習得しているのかということでみますと、ア
メリカのデータではやく見つければ見つけるほど
獲得語彙が多いということが分かっています（図
６）。なるべく早く、できれば６カ月までに見つ

表３．新生児・乳児に対するマス・スクリーニング事業
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けて、大きい音で聞かせるなどのトレーニングを
して、少しでも脳に音を入れる訓練をしてやる
と、人工内耳を入れても効果があるということに
なってきました。そうしたことで、厚生労働省で
は聴覚検査を導入しましょうということになり、
現在、それぞれ都道府県ごとにモデル事業を行う
ことになっています。平成１４年の秋から、北海道
でも帯広地区でモデル事業を進めています。とこ
ろで、先天性聴覚の原因疾患というのは色々あり
ますが、低出生児や早産にともなう未熟性による
もの、感染症、遺伝性疾患などです。実は、この
遺伝性疾患というものは非常に多く、原因の半数
以上を占めると言われています。中でも、非症候
性難聴というもので、一見何ともない、外見は普
通の赤ちゃんであるというのが大変多いのです。
また、最近の遺伝子診断の発達によって次々と原
因遺伝子が分かってきています。国でいうモデル
事業では、産まれたときにスクリーニング検査を
やって、問題なし、問題ありに分けて、もう１回
やって、問題があったら耳鼻科や療育機関につな
げなさいという流れですが、道では遺伝学上のこ
とも考えて、２回の検査で問題があって、耳鼻科
で精密健診をしたら難聴であると分かったお子さ
んに関しては、遺伝的なバックグランドもきちん
と調べて、カウンセリングもやりましょうという
ことにしました。そのためモデル事業を実施して
いる帯広地域だけではなく、他に専門検討委員会
というのを道のほうで作って、大学等の専門家の

先生に指導していただくといった形で事業に入っ
ていただくことにしました。その中に遺伝学の専
門家も入っていただいて、３年間の計画で事業を
やって、モデル地域以外でも新生児聴覚スクリー
ニングを導入するのにどうしたらいいかというマ
ニュアルを作成してもらうことにしています（図
７）。
次に説明するマススクリーニングはウイルソン

病のスクリーニングです。これは道立衛生研究所
で現在やっているものでして、疾患の頻度が多い
ということと、実際に症状が出てくる小学生ある
いは中学生なって見つけてもなかなか治療は困難
で肝硬変に至ってしまうというのがしばしばあ
り、早く見つけることができないかということで
取り組んでいます。ただし、生まれてすぐ見つけ
ることは難しく、３歳児健診の尿検査を使って出
来ないかということで取り組んでいますが、その
辺が難しいようです（http : //www.iph.pref.hok-
kaido.jp/）。
札幌市で実際に全出生児に実施されているのが

胆道閉鎖症スクリーニングです。現在の生体肝移
植を行う患者さんの多くの原因疾患がこの胆道閉
鎖症ですが、胆道閉鎖症は、生体肝移植の時まで
特に治療しないでいると、肝移植をしても成績が
良くないということです。生後なるべく早く発見
して、早期に葛西手術を受けると、将来肝移植に
なった時でも成績がいいということがわかってき
ました。この検査は改めてスクリーニングという

図６．生後３６か月で習得している言葉の数 図７．北海道新生児聴覚検査モデル事業の流れ
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ほどの大げさな検査ではなく、赤ちゃんの便の色
が白いかどうかを見るものです。胆道閉鎖症の赤
ちゃんは胆汁が腸に排泄されないので便の色が白
くなります。それを見つけようというものです。
やることは赤ちゃんの便の写真を母子健康手帳と
一緒に渡しておいて、１か月健診の時にチェック
してもらう、それだけのことです。写真１枚で大
変コストのかからないスクリーニング法ですの
で、もう少し札幌市以外でも広まっていってくれ
ないかなと考えています。なお、母子手帳と一緒
に渡すという方法ですし、母子保健の直接的サー
ビスは市町村が主体となることになっていますの
で、胆道閉鎖症スクリーニング検査は、市町村事
業だろうと考えております（http : //www.city.
sapporo.jp/eiken/）。
さて、最後に、今後の周産期に関する課題とい

うことについて考えてみました。このことにつき
ましては、２１世紀に残した母子保健の課題とし
て、国では「健やか親子２１検討会報告書」という
のを作りました。そこに４つの項目立てをして、
これまで解決できなかった問題や、これから問題
になるであろうことをまとめています（http : //
rhino.yamanashi―med.ac.jp/sukoyaka/）。この中
で、周産期に関することといえば、周産期医療ネ
ットワークの整備や、不妊相談などが挙げられて
いますが、これらの問題については周産期医療シ
ステムの立ち上げをしたり、不妊相談については
旭川医大産婦人科に委託するなどして、道でも既
に対応をしています。また、不妊に対しては前回
の少子化シンポジウムのテーマとして取り上げら
れたと聞いています。
周産期に関わることでこれからの課題は、周産

期それ自体ということより、むしろ、妊娠以前の
問題ではないかというふうに考えています。健や
か親子２１の中には思春期の保健対策というのが大
きく取り上げられていまして、１０代の人工妊娠中
絶、あるいは、性感染症が多く、また、増加して
いるという問題が指摘されています。また、未成
年の喫煙や、若い女性の極端なやせ願望なども問
題とされています。最初にご説明しました低出産
体重児出生率のグラフと、２０代、３０代女性の喫煙
率、BMIのグラフを並べてみますと、ちょうど７０

図８．低出生体重児出生率・２０、３０歳代女性の喫煙率、
BMI

図９．妊娠中の喫煙と新生児の身長、体重のZ値：（n）は
例数
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お知らせ “看護の心をみんなの心に”

年代あたりに痩せ傾向や、３０代の喫煙率が増加し
て、それと同時に２５００g未満の低出生体重児が増
えているように見えます（図８）。マスコミなど
でも、低出生体重児が増えているのは、女性の喫
煙の増加や、過激なダイエットも関係しているの
ではないのかということが書いてあります。北海
道では女性の喫煙率が高く、調査によると妊娠し
ても禁煙しない妊婦さんが多いというようなこと
がいわれています。実際、私が中標津にいたとき
に３歳児健診のデータから調べましたところ、タ
バコを吸っている母親から生まれた赤ちゃんの出
生時の身長と体重が低い、しかも喫煙本数が多い
ほど小さいという結果がでています（図９）。

今日のテーマはプレネイタル・ケアということ
でしたが、道が直接関わっている事業ではないと
いうことで、周産期、すなわちペリネイタル・ケ
アの話をさせていただきました。しかし、今後問
題と考えているのは、むしろプレネイタル以前、
プレネイタル、ペリネイタルの問題の遠因となる
思春期保健、こんな言葉が適当かどうかはわかり
ませんが、プレ・プレネイタルの課題ではないか
と考えています。この問題に対する対策が保健行
政として必要であり、教育サイドとも協力しなが
ら、取り組んでいきたいと考えているところで
す。

「看護の日」記念事業

北海道医師会をはじめ、北海道、北海道看護
協会等４団体で実行委員会を構成し、平成３年
より実施してきました「看護の日」記念事業
を、今年度は下記のとおり開催することになり
ました。
看護職員の方はもとより、患者さんや近郊の

方々へお誘い頂きたく、お知らせいたします。
記

日 時 平成１５年５月１２日� １３：００～１６：３０
場 所 かでる２・７（北海道立道民活動センター）

札幌市中央区北２条西７丁目
プログラム

１３：３５～１４：１０ 北海道社会貢献賞表彰式
（優良看護職員）

１４：１０～１５：４０ 特別講演
「癒しを求める時代
－こころを育む－」
講師 渡部 正行氏
（精神科医）

１５：４０～１６：２５ 私の「ふれあい看護体験」
発表者 高校生と社会人

相談コーナー（１３：００～１６：３０）
血圧測定・健康相談、就業・
進学相談、福祉用具の展示・
相談

※この他にも全道各地において、看護週間
（５月１１日～１７日）の期間中に様々なイベン
トが開催されます。

◇医療関連事業部◇
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お知らせ

品 名 規 格 価 格

ガスえそウマ抗毒素 １０ml／本 ３４，２１９円

乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（ABEF型） ２０ml／本 １３５，０６９円

乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（E型） １０ml／本 ４３，７４６円

乾燥ジフテリアウマ抗毒素 １０ml／本 ２９，６２５円

（平成１５年４月現在）

※別途消費税がかかります。

＜ガスえそウマ抗毒素・乾燥ボツリヌスウマ抗毒素・乾燥ジフテリアウマ抗毒素＞

備 蓄 施 設 電 話 番 号 FAX番号
夜間・休日

�ほくやく札幌西業務センター ０１１―６６５―０９８９ 同 左 ０１１―６７１―０９８９
�ほくやく函館業務センター ０１３８―６２―３３１１ 同 左 ０１３８―６２―３５１１
�ほくやく八雲支店 ０１３７６―４―２２７７ 同 左 ０１３７６―４―２６５４
�ほくやく苫小牧管理センター ０１４４―７２―１８１１ 同 左 ０１４４―７３―２９５４
�ほくやく旭川業務センター ０１６６―４７―５１６１ 同 左 ０１６６―４７―５２２５
�ほくやく名寄支店 ０１６５４―３―０２３３ 同 左 ０１６５４―３―０８８１
�ほくやく稚内支店 ０１６２―３２―３７１１ 同 左 ０１６２―３２―１５０３
�ほくやく北見支店 ０１５７―２３―２１３１ 同 左 ０１５７―６１―１６４３
�ほくやく帯広支店 ０１５５―３５―５１６１ ０１５５―３４―０９８９ ０１５５―３５―６３３６
�ほくやく釧路支店 ０１５４―２２―８１１１ 同 左 ０１５４―３１―０９８９

※�ほくやく札幌西業務センターは、国の「国有ワクチン等」の備蓄拠点となっています。

備 蓄 施 設 電 話 番 号 FAX番号
夜間・休日

�ほくやく札幌西業務センター ０１１―６６５―０９８９ 同 左 ０１１―６７１―０９８９

＜（国有ワクチン）乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン・コレラワクチン＞

※上記２品目は、国が備蓄しているもののほか、民間流通（市販品）があります。

道有医薬品等の備蓄・供給体制の変更のお知らせ

道では、国が保有する緊急用医薬品（「国有ワクチン・抗毒素」）のうち、民間流通されていない、ガ
スえそウマ抗毒素など４品目を「道有医薬品」に指定し、国から購入した上で、拠点保健所等に備蓄し
ていましたが、本年４月１日より、その保管管理と医療機関等への搬送を医薬品卸売業者に委託し、よ
り迅速な供給が図られるよう体制を整備しましたので、お知らせします。
１ 道有医薬品の品名等

２ 医薬品の入手方法等

① 道有医薬品等が必要となった場合は、最寄りの備蓄卸売業者に直接、電話（FAX）で供給申請を
行ってください。（休日・夜間についても担当者に電話が自動転送されます。）

② 現品を受領された後、申請や受領等の事務手続き並びに道からの納入通知書による代金の支払い
を行ってください。

詳しい手続きや申請書様式等については、次の薬務課ホームページに「道有医薬品等の供給マ
ニュアル」として掲載していますので、ご活用ください。
薬務課ホームページ http : //www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf―yakmu/top.html

３ 備蓄卸売業者の連絡先

問い合わせ先：北海道保健福祉部薬務課薬事係
０１１―２３１―４１１１（内線 ２５―５６３）
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